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令和７年度福岡県花き品評会実施要領 

 
１ 名  称 
 
  福岡県花き品評会 
 
  ◇技術・ほ場の部（夏秋咲きギク、電照ギク、トルコギキョウ） 
 
    ◇産物の部 
 
２ 主 催 者 
 
    花あふれるふくおか推進協議会 
 
３ 開催期日及び場所 

 
部  門 

 
開 催 時 期 

 
場    所 

技術・ほ場の部 
(夏秋咲きギク) 

令和７年 ７月１５日～ 
令和８年 ５月２９日 
(審査日 7/22、7/23、7/25) 

県下一円 

技術・ほ場の部 
(電照ギク) 

令和７年１１月２５日～ 
令和８年 ５月２９日 
 (審査日 12/8、12/9) 

県下一円 

技術・ほ場の部 
(トルコギキョウ) 

令和７年１０月７日～ 
令和８年 ５月２９日 
(審査日 10/14、10/15、10/17) 

県下一円 

産  物  の  部 
令和７年１１月１４日～ 
令和８年 ５月２９日 
(審査日 11/28） 

福岡花市場（福岡市東区松田） 

 
４ 表彰期日及び場所 

 
部  門 

 
開 催 時 期 

 
場    所 

技術・ほ場の部 
(夏秋咲きギク、 
トルコギキョウ、
電照ギク) 
 
産物の部 

令和８年５月２９日 
福岡市東区松田１丁目３－２０ 
福岡県花卉農業協同組合会議室 

 
５ 出品点数及び擬賞点数 
 
  出品点数に応じてその都度別に定める。                           
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６ 出品資格及び単位 
 
（１）産物の部 出品資格 

ア 出品物の種類は、花きのすべてを対象とし、出品者自ら生産したものに限る。 
    イ 出品者は、花き栽培面積が露地においては１０００㎡以上、ハウス等の施設にお    

いては、２００㎡以上を経営していること。 
 
（２）産物の部 出品単位 

種   類 本数 種   類 本数 種   類 本数 

キク １０ バラ(スタンダード) １０ バラ(スプレー) ５ 

カーネーション １０ テッポウユリ   ５ オリエンタルユリ   ５ 

その他のユリ １０ アイリス １０ チューリップ １０ 

グラジオラス   ５ スイセン １０ フリージア １０ 

アマリリス   ５ アネモネ １０ ダリア ５ 

カラー   ５ ストック １０ キンギョソウ １０ 

ガーベラ   １０ 宿根カスミソウ   ５ トルコギキョウ １０ 

ヒマワリ １０ マ－ガレット １０ ミヤコワスレ １０ 

リンドウ １０ ブーバルディア １０ ストレリチア   ５ 

宿根スターチス   ５ 種子スターチス １０ ナデシコ類 ２０ 

シオン類 １０ アスパラガス類(大)   ５ アスパラガス類(小) １５ 

洋ラン切花   ５ その他の切花(大)   ５ その他の切花(中) １０ 

その他の切花(小) ２０ 葉物 １０ 枝物(１ｍ以上)   ３ 

枝物(１ｍ未満)   ５ 枝物(条物

すじもの

) １０ 鉢物(６号以上)   １ 

鉢物(５号以下) １ケース 洋ラン(鉢物)  １ 苗物 
１ ケ
ース 

 
品目について                                                                    
○洋ラン切花  ファレノプシス、デンファレ、オンシジウム等                  
○その他切花大 フウセントウワタ、デルフィニウム等                            
○その他切花中 ユリオプスデージー、コスモス、 

フウセントウワタ、ケイトウ、千日紅、ワレモコウ、ギリア 
スカビオーサ、デルフィニウム等 

○その他切花小 千日紅、スイートピー、ポピー等 
 
切花の切り前について 
  市場等に出荷する場合よりも、開花気味のものを出品することが望ましい。     
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（３） 技術・ほ場の部出品資格 
  ア 電照ギク及び夏秋咲きギク 
    （ア） 出品ほ場は、出品者自ら電照ギク又は夏秋咲きギクを生産したものに限る。 
    （イ） 同一出品者は、同一品種につき１点の出品とする。 
    （ウ） 出品者は電照ギクは経済栽培として認め得る６６０㎡以上の規模を有するも

の、夏秋咲きギクは、露地部門においては２０００㎡以上栽培しているもの、
施設部門においては、６６０㎡以上の規模を有するものに限る。 

 
  イ トルコギキョウ 
    （ア） 出品ほ場は、出品者自らトルコギキョウを生産したものに限る。 
    （イ） 同一出品者は、同一品種につき１点の出品とする。 
    （ウ） 出品者は経済栽培として認め得る６６０㎡以上の規模を有するものに限る。 
 
 
７ 審  査 
 
（１）審査は、部門別に定める審査採点基準に基づき、厳正に審査する。 
 
（２）審査は、公平を期するため番号を用いて採点する。 
 
（３）出品財あるいはほ場の優劣順位は、審査得点及び審査員の合議によって判定する。 
 
（４）擬賞は、審査長が審査員に諮って決定する。 
 
（５）審査関係者は、審査成績が公表されるまでその内容、審査に関する重要な事項を審   

査長の許可無くこれを外部に公表することはできない。 
 
（６）出品者は、審査を拒み、また審査の決定に対して異議の申し立て、もしくは褒賞を   

辞退することはできない。 
 
（７）本要領のほかに、審査に必要な事項は別に定める。 
 
 
８ 審査採点基準 
 
（１）産物の部 

項 目 色 彩 花 容 病害虫 草 姿 商品価値 合 計 

点 数 ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ １００ 
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（２）技術・ほ場の部 
ア  夏秋咲きギクの露地部門 

項  目 点 数 項目 点 数 

㎡当たりの本数 １００ 特級品率 １００ 

品種毎の生育揃い  ５０ 品種毎の開花揃い ５０ 

下葉の上がり具合 １００ 病害虫 １００ 

花首の長さ（輪ギク） 

フォーメーション（ｽﾌﾟﾚｰｷﾞｸ・小ｷﾞｸ等） 
１００ 上下葉の揃い １００ 

作業環境・管理等 １００ 総合品質 ２００ 

  計 １，０００ 

  イ  夏秋咲きギクの施設部門 

項  目 点 数 項目 点 数 

㎡当たりの本数 １００ 特級品率 １００ 

生育の揃い １００ 開花の揃い ５０ 

下葉の上がり具合 １００ 病害虫 １００ 

花首の長さ（輪ギク） 

フォーメーション（ｽﾌﾟﾚｰｷﾞｸ・小ｷﾞｸ等） 
１００ 上下葉の揃い １００ 

作業環境・管理等 ５０ 総合品質 ２００ 

  計 １，０００ 

  ウ  電照ギク部門 

項  目 点 数 項目 点 数 

㎡当たりの本数 １００ 特級品率 １００ 

開花期 １００ 開花の揃い １００ 

生育の揃い １００ 病害虫 １００ 

下葉の上がり具合 ５０ 上下葉の揃い ５０ 

花首の長さ（輪ギク） 

フォーメーション（ｽﾌﾟﾚｰｷﾞｸ・小ｷﾞｸ等） 
５０ 総合品質 ２００ 

作業環境・管理等 ５０   

  計 １，０００ 

  エ トルコギキョウ部門 

項  目 点 数 項目 点 数 

㎡当たりの本数 １５０ 特級品率  ５０ 

品種毎の生育の揃い １００ 病害虫 １００ 

開花の揃い（蕾ステージの均一化） １００ 作業環境 １００ 

草姿、フォーメーション、上位葉のボリュ
ーム 

１００ 総合品質 ２００ 

茎葉の硬さ １００   

  計 １，０００ 
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  ９  審査員名簿 

職 名 所属 役職名 氏名 

審 査 長 
福岡県農林業総合試験場 
資源活用研究センター苗木・花き部 

部   長 國武 利浩 

審 査 員 福岡県農林水産部経営技術支援課 専門技術指導員 佐伯 一直 

〃 〃    〃 冨田 奈央子 

〃 
福岡県農林業総合試験場 
資源活用研究センター苗木・花き部 

研究員 樋口 俊輔 

〃 福岡県花き市場協議会 事 務 局 長 小田 直行 

〃 福岡県花商団体連合会 会   長 飛松 誠自 

※ 福岡県花商団体連合会長については、産物の部のみ審査に参加 
 

 
10 夫婦連名での大臣賞表彰基準 

次に掲げる基準のいずれかに該当し、かつ経営主の配偶者の貢献度が高いと認められる
場合にあっては夫婦連名で表彰することができる。但し、農林水産祭参加行事の農林水産
大臣賞及び生産局長賞に限る。 
① 家族経営協定を締結していること 
② 推薦書等において経営主の配偶者の作業分担、従事日数等が概ね 5 割に達していると確

認できること 
③ 普及指導センターなどの現場指導組織等による意見書が添付されていること 
 


